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第４章 災害復旧計画・被災者援護計画 

 

 
この計画は、地震・津波等が発生した場合における災害の早期復旧を図ることを目的と

する。 
 

第１節 基本方針 

 

地震・津波等の災害が発生した際には、速やかに、被災施設を復旧し、被災者に対して適切

な援護を行うことにより、被災地の復興へとつなげていく必要がある。 

このため、町及び道は、防災関係機関との適切な役割分担及び連携の下、被災地域の特性

や被災状況、関係する公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状復旧を目指すのか、

災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すのかについて早

急に検討し、基本となる方向を定め、又は、これに基づき計画を作成することにより、計画的に

災害復旧事業を実施するものとする。 

併せて、災害に伴い生じた廃棄物については、広域的な処理を含めた計画的な収集・運搬・

処分により適切かつ速やかに廃棄物処理を行うものとする。 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保や生活資金の援助等、きめ細かな支援

を講じるものとする。 

なお、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、国に緊急災害対策本部が設置され、当該災

害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、大規模災害からの復興に関す

る法律（平成 25 年法律第 55 号）に基づき、被災地の復興を図るため必要となる措置を行うも

のとする。 

 

 

第２節 災害復旧計画 

 

本節については、一般災害対策編「第 8 章 第 1 節 災害復旧計画」を準用する。 

 

 

 

第３節 被災者援護計画 

 

地震・津波等の災害による被災者等の援護計画は次の通りである。 
 

第１ 罹災証明書の交付 

１ 町 

(1) 町は、被災者に対する各種支援措置を早期に実施するため、災害の状況を迅速かつ的確

に把握するとともに、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確

立する。 
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(2) 町長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申

請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を

調査し、罹災証明書を交付しなければならない。 

２ 消防機関 

(1) 町長は、罹災証明書のうち火災に起因するものの交付に関する事務について、必要に応じて、

消防長等に、消防法による火災損害調査の結果に基づき行わせることとすることができるものと

する。 

(2) 利尻礼文消防事務組合において、その規約上、火災に起因する罹災証明書の交付について

も共同処理の対象とされている場合には、当該一部事務組合等が火災に係る罹災証明書の

交付を行うものとする。 

 

第２ 被災台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

１ 被災者台帳の作成 

(1) 町長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護

を総合的かつ効果的に実施するため、必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状

況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作

成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。 

(2) 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

ア 氏名 サ 町長が台帳情報を本町以外の者に提供することに被災

者本人が同意している場合には、その提供先 

 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 シ 提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びそ

の日時 

オ 住家の被害その他町長が定める種類の

被害の状況 

ス 被災者台帳の作成にあたり、行政手続きにおける特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25

年法律第 27 号）第 2 条第 5 項に規定する個人番号を利用す

る場合には、当該被災者に係る個人番号 

カ 援護の実施の状況 

キ 要配慮者であるときは、その旨及び配慮

者に該当する事由 

ク 電話番号その他の連絡先 

ケ 世帯の構成 セ その他被災者の援護に実施に関し、町長が必要と認める

事項 
コ 罹災証明書の交付の状況 

(3) 町長は、被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に

関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用す

ることができる。 

(4) 町長は、必要に応じて、被災者台帳の作成のため、道や他の市町村等に対して被災者に関

する情報の提供を求めることができる。 
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２ 台帳情報の利用及び提供 

(1) 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報を、その保有に当たって特

定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。 

ア 本人（台帳情報によって識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。）の同意が

あるとき、又は本人に提供するとき。 

イ 町が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。 

ウ 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被

災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。 

(2) 台帳情報の提供を受けようとする申請者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該

台帳情報を保有する町長に提出しなければならない。 

ア 申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主た

る事 務所の所在地） 

イ 申請に係る被災者を特定するために必要な情報 

ウ 提供を受けようとする台帳情報の範囲 

エ 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係るものが含まれる場合には、その使用

目的 

オ その他台帳情報の提供に関し町長が必要と認める事項 

(3) 町長は、(2) の申請があつた場合において、当該申請が不当な目的によるものと認めるとき

又は申請者が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が不当な目的に使用されるおそ

れがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係る台帳情報を提供することができる。

ただし、その場合、提供する台帳情報には、当該被災者に係る行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号（本節第２の

(2)のス）を含めないものとする。 

 

第３ 融資・貸付等による金融支援 

地震・津波災害は、各種の被害が広範囲にわたり、瞬間的に発生するところに特殊性があり、

公共施設以外に及ぶ災害の規模も激甚かつ深刻である。 

このため、町及び道並びに防災関係機関は協力して、民生の安定を確保し、早急な復興援

助の措置を講ずる必要がある。 

 

１ 実施計画 

(1) 一般住宅復興資金の確保 

町は道と協調して、住宅金融支援機構及び地元の金融機関等の協力を求め、生活の本拠で

ある住家の被害を復旧するための資金の確保を援助し、また、町と協調して融資に対する利子

補給等の措置を講ずる。 
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(2) 中小企業等金融対策 

道は災害貸付を適用し、信用保証協会、取扱金融機関と連携、協調のもと、被災中小企業

者等に対する金融支援を実施するとともに、町は道と連携して、所要の指導及び広報を行う。 

(3) 農林水産業等金融対策 

道は、天災資金の融資枠を確保し、町と協調して融資に対する利子補給措置を講じるととも

に、日本政策金融公庫等に協力を求め、災害資金の融資枠を確保し、町は道と連携し、被災

者からの問い合わせに対する対応や本制度の周知に努める。 

(4) 福祉関係資金の貸付け等 

町は道と緊密な連絡のもとに、災害援護資金、生活福祉資金、母子及び寡婦福祉資金の貸

付けを積極的に実施する。 

(5) 被災者生活再建支援金 

町は道と緊密な連絡のもとに、被災者生活再建支援法に基づく被災世帯に対する支援金の

迅速な支給を図る。 

町は、被災者生活再建支援金の支給その他の支援措置が早期に実施されるよう、発災後早

期にり災証明書の交付体制を確立し、被災者にり災証明書を交付する。 

(6) その他の金融支援 

災害弔慰金、災害障害見舞金、住家被害見舞金等（都道府県見舞金、災害対策交付金を

含む。） 

 

２ 財政対策 

（1）指定地方行政機関、金融機関等は、町及び道が実施する公共施設の復旧並びに一般住宅

及び中小企業等復旧対策に要する財政資金の確保に対し、積極的に協力するものとする。 

(2) 町及び道並びに防災関係機関並びに金融機関等は、協力して災害復旧に関する相談窓口

を開設し、被災者の復興活動を援助するものとする。 

 

３ 地震保険の活用 

地震保険は、地震等による被災者の生活安定に寄与することを目的とした公的保険制度であり、

被災者の住宅再建にとって有効な手段の一つであることから、町、道等は、その制度の普及促進

にも努めるものとする。 

 


